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通常の取得価額とは

所有権留保付売買契約の場合は

納付義務の免除

環境性能割の減免は

市町村への交付

環境性能割の沿革

　割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主が自動車の取得者とみなされ課税されます。

　自動車を取得するために通常要する価額などをいいます。取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

　自動車の性能が悪い、注文した塗色と違うという理由で、取得の日から１か月以内に購入先に返品したとき
は、申請により、すでに納めた税金をお返しします。

　身体に障害を持つ方の自動車の取得など、一定の要件に該当する場合には、申請により減免が受けられます。
詳しくは44、45ページをご覧ください。

　税収の100分の40.85を市町村に交付します。

　昭和43年　都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、目的税として自動車取得税を創設

　　　　　　（税率３% )

　昭和49年　自家用自動車（軽自動車除く。）に特例税率（３％→５% ）を導入

　平成21年　道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に改め、使途制限を廃止

　平成22年　現行の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間 、現在の税率水準を維持

　平成26年　自家用自動車（軽自動車除く。）の税率を３％に、営業用自動車及び軽自動車の税率を２％に改正

　令和元年　自動車取得税を廃止し、自動車税環境性能割を導入

自動車の燃費性能等に応じて自動車の登録時に課税されます。

小型自動車、普通自動車を取得した方（特殊自動車は除く。）

通常の取得価額 × 税率（税率は38ページを参照ください。）

　新規登録・移転登録などを沖縄総合事務局陸運事務所等で行う際に、自動車税事務所又は宮古
事務所若しくは八重山事務所の県税課に申告して納めます。

県税のあらまし
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環境性能割の課税標準の特例

１　先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例（新車に限る）

対象車両 搭載装置 措置期間

バス又は車両総重量が3.5ｔ超の
トラック

R5.4.1～R7.3.31 175万円控除衝突被害軽減制動制御装置

R5.4.1～R6.4.30 175万円控除側方衝突警報装置

車両総重量８ｔ超のトラック
（被けん引車を除く）

R5.4.1～R6.4.30 350万円控除側方衝突警報装置及び
衝突被害軽減制動制御装置

リフト付きバス（一般乗合旅客自動車運送
事業者が路線運航のために運行するもの
又は、一般貸切旅客自動車運送事業者が
貸切バス運行のために導入するもの）

に導入する
もの又は

乗車定員30名以上
(空港アクセスバス)

乗車定員30名以上
(空港アクセスバス以外)

乗車定員30名未満

800

650

●環境性能割の税率

【取得時期】
令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

【取得時期】
令和６年１月から

令和６年３月31日まで

天然ガス自動車（H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準Nox10%以上低減）

税課非税課非成達％58準基成達費燃度年21和令つか

かつ令和12年度燃費達成基準80％達成
1%

（軽自動車は非課税）

1%

（軽自動車は非課税）

かつ令和12年度燃費達成基準75％達成
1%

（軽自動車は非課税）

2%

（軽自動車は1%)

かつ令和12年度燃費達成基準70％達成
2%

（軽自動車は1%）

2%

（軽自動車は1%)

かつ令和12年度燃費達成基準60％達成
2%

（軽自動車は1%）

３％

（軽自動車は２％）

上記以外
３％

（軽自動車は２％）

３％

（軽自動車は２％）

税課非税課非成達％08準基成達費燃度年21和令つか

%5.0税課非成達％57準基成達費燃度年21和令つか

%5.0%5.0成達％07準基成達費燃度年21和令つか

%1%5.0成達％56準基成達費燃度年21和令つか

かつ令和12年度燃費達成基準60％達成
1%

(軽自動車は0.5%）
1%

かつ令和12年度燃費達成基準55％達成
2%

（軽自動車は1%）
2%

%2%2外以記上

税課非成達％58準基成達費燃度年21和令つか

%1成達％08準基成達費燃度年21和令つか

%2成達％57準基成達費燃度年21和令つか

%2成達％07準基成達費燃度年21和令つか

%3成達％06準基成達費燃度年21和令つか

%3%3外以記上

税課非成達％08準基成達費燃度年21和令つか

%5.0成達％57準基成達費燃度年21和令つか

%5.0成達％07準基成達費燃度年21和令つか

%1成達％56準基成達費燃度年21和令つか

%1成達％06準基成達費燃度年21和令つか

%2%2外以記上

※令和２年度燃費基準を達成しているものに限る。
（注）

１ 新車・中古車は問いません。

２ この表は乗用車の税率です。バス・トラックの税率表はお問い合わせください

４ WLTCモード、JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10･15モードによる燃費値により算定します。

その場合、以下のとおり読み替えます。

税　率

自家用

車　　 　種

３ 沖縄県が賦課徴収する軽自動車税環境性能割（市町村税）の税率もこの表によります。ただし、「プラグインハイブリッド自動車」

「ディーゼル乗用車」「LPG自動車」に該当する軽自動車はありません。

ディーゼル自動車（ハイ

ブリッド自動車含む）

平成３０年排出ガス基準適合又は平成２１年排出ガス基準適合

自家用

営業用

非課税

非課税

また、WLTCモードによる燃費値を算定していない自動車であって、JC08モードを算定している自動車については、JC08モードによる燃費値に

より算定します。その場合、以下のとおり読み替えます。

営業用

電気自動車（燃料電池自動車を含む）

プラグインハイブリッド自動車

ガソリン自動車（ハイブ

リッド自動車含む）

LPG自動車

平成30年排出ガス基50％低減（★★★★）又は平成17年排出ガス基準75％低減（★★★★）

非課税 非課税

読み替え前

令和１２年度燃費基準８５%達成

令和１２年度燃費基準８０%達成

令和１２年度燃費基準７５%達成

令和１２年度燃費基準７０%達成

令和１２年度燃費基準６５%達成

令和１２年度燃費基準６０%達成

令和１２年度燃費基準５５%達成

読み替え前

平成２２年度燃費基準＋８４%達成

平成２２年度燃費基準＋７３%達成

平成２２年度燃費基準＋６２%達成

平成２２年度燃費基準＋５１%達成

平成２２年度燃費基準＋４１%達成

平成２２年度燃費基準＋３０%達成

平成２２年度燃費基準＋１９%達成

読み替え前

令和１２年度燃費基準８５%達成

令和１２年度燃費基準８０%達成

令和１２年度燃費基準７５%達成

令和１２年度燃費基準７０%達成

令和１２年度燃費基準６５%達成

令和１２年度燃費基準６０%達成

令和１２年度燃費基準５５%達成

読み替え前

令和２年度燃費基準１２３%達成

令和２年度燃費基準１１６%達成

令和２年度燃費基準１０９%達成

令和２年度燃費基準１０２%達成

令和２年度燃費基準 ９４%達成

令和２年度燃費基準 ８７%達成

令和２年度燃費基準 ８０%達成
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環境性能割の課税標準の特例

１　先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例（新車に限る）

対象車両 搭載装置 措置期間

バス又は車両総重量が3.5ｔ超の
トラック

R5.4.1～R7.3.31 175万円控除衝突被害軽減制動制御装置

R5.4.1～R6.4.30 175万円控除側方衝突警報装置

車両総重量８ｔ超のトラック
（被けん引車を除く）

R5.4.1～R6.4.30 350万円控除側方衝突警報装置及び
衝突被害軽減制動制御装置

リフト付きバス（一般乗合旅客自動車運送
事業者が路線運航のために運行するもの
又は、一般貸切旅客自動車運送事業者が
貸切バス運行のために導入するもの）

に導入する
もの又は

乗車定員30名以上
(空港アクセスバス)

乗車定員30名以上
(空港アクセスバス以外)

乗車定員30名未満

800

650
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種別割の減免は

車検（継続検査・構造等変更検査）を受けるための納税証明書は

税率（年額）は

　一定の要件に該当する場合には、申請により減免が受けられます。詳しくは44、45ページをご覧ください。

　種別割を完納している方は、納税通知書についている納税証明書をそのままご使用ください。未納の方は、
最寄りの県税事務所、宮古事務所若しくは八重山事務所の県税課又は自動車税事務所で納税したうえで納税証
明書の交付申請をしてください。

注　平成27年度から車検更新時における納税確認が陸運事務所及び運輸事務所でも行えるようになったた
め、納税証明書の提示が不要となりました。ただし、納付方法によっては、納税データが反映されるまで
に相応の日数（最大４週間程度）がかかる場合があるため、納付後、直ちに車検手続きを行う場合は、従来
どおりの納税証明書を提示する方法により手続きを行ってください。

注　車検を受ける年度中に都道府県間（沖縄県⇔他都道府県）で転出入があった場合は、当該年度の４月１日
現在登録のあった都道府県が発行する納税証明書が必要となりますのでご注意ください。

※令和元年10月１日以降に初回新規登録を受ける自家用乗用車

　普通自動車、小型自動車（二輪以外）を所有する方

　各県税事務所及び県税課から送付する納税通知書で、納期限までに納めます。

　割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主が自動車の所有者とみなされ課税されます。

　41、42ページの税率表をご覧ください。（令和元年10月１日以降に初回新規登録を受けた自
家用乗用車（登録車）は下表によります。）

　種別割は、４月１日（午前０時）現在の所有者に課税されます。ただし、賦課期日(４月１日）後に所有権の移
転などがあると下の表のようになります。

　新車を取得したり、自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所、
八重山運輸事務所にその旨を登録し自動車税事務所、宮古事務所、八重山事務所県税課に申告してください。
これらの申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがありますので、ご注意ください。

年度の途中で所有権の移転などがあった場合は

名義変更、廃車などの申告は

所有権留保付売買契約の場合は

41、42

　県税事務所等の窓口、銀行などの金融機関等や、コンビニエンスストアで納められるほか
スマートフォンアプリ「モバイルレジ」によるクレジットカード支払又はインターネットバ
ンキング支払、電子マネースマートフォンアプリによるLINEPay請求書支払、PayPay請求
書払い、ｄ払い請求書払い、J-Coin請求書払い、aupay請求書払いや口座振替も利用できます。

県税のあらまし
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種別割の減免は

車検（継続検査・構造等変更検査）を受けるための納税証明書は

税率（年額）は

　一定の要件に該当する場合には、申請により減免が受けられます。詳しくは44、45ページをご覧ください。

　種別割を完納している方は、納税通知書についている納税証明書をそのままご使用ください。未納の方は、
最寄りの県税事務所、宮古事務所若しくは八重山事務所の県税課又は自動車税事務所で納税したうえで納税証
明書の交付申請をしてください。

注　平成27年度から車検更新時における納税確認が陸運事務所及び運輸事務所でも行えるようになったた
め、納税証明書の提示が不要となりました。ただし、納付方法によっては、納税データが反映されるまで
に相応の日数（最大４週間程度）がかかる場合があるため、納付後、直ちに車検手続きを行う場合は、従来
どおりの納税証明書を提示する方法により手続きを行ってください。

注　車検を受ける年度中に都道府県間（沖縄県⇔他都道府県）で転出入があった場合は、当該年度の４月１日
現在登録のあった都道府県が発行する納税証明書が必要となりますのでご注意ください。

※令和元年10月１日以降に初回新規登録を受ける自家用乗用車
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軽減割合燃費基準排出ガス基準燃料

令和12年度燃費基準達成
90％達成かつ令和２年度
燃費基準達成

概ね75％

令和12年度燃費基準達成
70％達成かつ令和２年度
燃費基準達成

概ね50％

令和12年度燃費基準90％
達成かつ令和２年度燃費
基準達成

概ね75％

令和12年度燃費基準70％
達成かつ令和２年度燃費
基準達成

概ね50％

軽減基準新車新規登録

（初度登録）
対象年度

令和５年度
登録の
翌年度
１年間

ガソリン
又は
LPG

平成30年排出ガス基準50％低減又
は平成17年排出ガス基準75％低減
（★★★★）

ディーゼル車
平成30年排出ガス基準適合又は
平成21年排出ガス基準適合

営業用乗用車

注　 新車新規登録した年度の翌年度分の自動車税種別割が軽減されます。

適用対象

４月１日現在

４月１日現在

県税のあらまし
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軽減割合燃費基準排出ガス基準燃料

令和12年度燃費基準達成
90％達成かつ令和２年度
燃費基準達成

概ね75％

令和12年度燃費基準達成
70％達成かつ令和２年度
燃費基準達成

概ね50％

令和12年度燃費基準90％
達成かつ令和２年度燃費
基準達成

概ね75％

令和12年度燃費基準70％
達成かつ令和２年度燃費
基準達成

概ね50％

軽減基準新車新規登録

（初度登録）
対象年度

令和５年度
登録の
翌年度
１年間

ガソリン
又は
LPG

平成30年排出ガス基準50％低減又
は平成17年排出ガス基準75％低減
（★★★★）

ディーゼル車
平成30年排出ガス基準適合又は
平成21年排出ガス基準適合

営業用乗用車

注　 新車新規登録した年度の翌年度分の自動車税種別割が軽減されます。

適用対象

４月１日現在

４月１日現在
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　身体障害者等（減免等級に該当する者をいう。）のために使用する環境性能割及び種別割の減免

申請を行う場合は、次の書類等を提出してください。

４　減免申請の必要書類

運転者 所有者 自動車の要件 提出書類等

　身体障害者等が取得し、又は
所有する自動車を当該身体障害
者自身が運転する場合は、右の
１～４の書類等が必要です。

自び及）２のそ（書請申免減割別種税車動自　�１
動車税環境性能割減免申請書（その２）

帳手育療は又帳手者病傷戦、帳手者害障体身　�２
の原本とコピー（裏表）

ーピコの証許免転運車動自の者転運　�３

ーピコの証査検車動自　�４ （既に減免を受けてい
る自動車については、その自動車の「抹消」又は
「移転後の自動車検査証」のコピーが必要）

書明証一同計生　�５
県の轄所・課祉福当担村町各・所務事祉福市　�　

保健所（精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている者のみ）が発行します。

６　常時介護証明書
県の轄所・課祉福当担村町各・所務事祉福市　�　

保健所（精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている者のみ）が発行します。

本謄票民住　�７ （世帯全員の身体障害者手帳等の
コピーを添付する。）

　身体障害者等と生計を一にす
る者が取得し、又は所有する自
動車を当該身体障害者自身が運
転する場合は、右の１～５の書
類等が必要です。

�
�
�
�

　身体障害者等が取得し、又は
所有する自動車（当該身体障害
者等と生計を一にする者が取得
し、又は所有する自動車を含
む。）を当該身体障害者等のた
めに当該身体障害者等と生計を
一にする者が運転する場合は、
右の１～５の書類等が必要とな
ります。

　身体障害者等（身体障害者等
のみで構成される世帯に限る。）
が取得し、又は所有する自動車
を当該身体障害者等のために、
当該身体障害者等を常時介護す
る者が運転する場合は、右の１
～７の書類等が必要となります。

注　申請窓口及び申請書類等についてのお問い合わせ先は、66・67ページをご覧ください。

者害障神精、帳手育療　�注
保健福祉手帳を保有の場
合は、本人運転の申請は
できません。

●環境性能割及び種別割の主な減免

一定の級以上の身体障害者又は精神障害者（身体障害者等）が所有する自動車で、

①当該身体障害者

②当該身体障害者若しくは精神障害者のために当該身体障害者等と生計を一にする者

を等者害障体身該当にめたの）。る限に帯世るれさ成構でみの等者害障体身（等者害障体身該当�③

常時介護する者

が運転し、専ら障害者等の通学（通園）などのために使用する場合は、環境性能割や種別割が減免

されます。

　減免申請及び添付資料をお住いの市町村を担当する県税事務所、県税課に申請期限までに提出
してください。新規登録時の自動車税(環境性能割・種別割)については、自動車税事務所または宮
古事務所若しくは八重山事務所の県税課が申請窓口になります。

　環境性能割・・・登録（取得）の日から30日以内

　種　別　割・・・すでに自動車を所有している場合は納期限まで

　　　　　　　　　新たに自動車を購入した場合は登録（取得）の日から30日以内になります

１　障害者の該当範囲

２　減免の手続

３　申請期限

障害区分 障害の級別

視覚障害 １級～４級までの各級

聴覚障害 ２級及び３級

平衡機能障害 ３級

音声機能障害 ３級

上肢不自由 １級及び２級

下肢不自由 １級～６級までの各級

体幹不自由 １級～３級までの各級及び５級

乳幼児期以前の非進
行性脳病変による運
動機能障害

上肢機能障害 １級及び２級

移動機能障害 １級～６級までの各級

心臓機能障害 １級及び３級

じん臓機能障害 １級及び３級

呼吸器機能障害 １級及び３級

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級

小腸の機能障害 １級及び３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級～３級までの各級

肝臓機能障害 １級～３級までの各級

知的障害者 A１及びA２

精神障害者
１級（自立支援医療受給者証の交付を受けて
いるものに限る。）

※上記の表のほかに戦傷病者手帳の交付を受けている人については、別に定めがあります。

県税のあらまし
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　身体障害者等（減免等級に該当する者をいう。）のために使用する環境性能割及び種別割の減免

申請を行う場合は、次の書類等を提出してください。

４　減免申請の必要書類

運転者 所有者 自動車の要件 提出書類等

　身体障害者等が取得し、又は
所有する自動車を当該身体障害
者自身が運転する場合は、右の
１～４の書類等が必要です。

自び及）２のそ（書請申免減割別種税車動自　�１
動車税環境性能割減免申請書（その２）

帳手育療は又帳手者病傷戦、帳手者害障体身　�２
の原本とコピー（裏表）

ーピコの証許免転運車動自の者転運　�３

ーピコの証査検車動自　�４ （既に減免を受けてい
る自動車については、その自動車の「抹消」又は
「移転後の自動車検査証」のコピーが必要）

書明証一同計生　�５
県の轄所・課祉福当担村町各・所務事祉福市　�　

保健所（精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている者のみ）が発行します。

６　常時介護証明書
県の轄所・課祉福当担村町各・所務事祉福市　�　

保健所（精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている者のみ）が発行します。

本謄票民住　�７ （世帯全員の身体障害者手帳等の
コピーを添付する。）

　身体障害者等と生計を一にす
る者が取得し、又は所有する自
動車を当該身体障害者自身が運
転する場合は、右の１～５の書
類等が必要です。

�
�
�
�

　身体障害者等が取得し、又は
所有する自動車（当該身体障害
者等と生計を一にする者が取得
し、又は所有する自動車を含
む。）を当該身体障害者等のた
めに当該身体障害者等と生計を
一にする者が運転する場合は、
右の１～５の書類等が必要とな
ります。

　身体障害者等（身体障害者等
のみで構成される世帯に限る。）
が取得し、又は所有する自動車
を当該身体障害者等のために、
当該身体障害者等を常時介護す
る者が運転する場合は、右の１
～７の書類等が必要となります。

注　申請窓口及び申請書類等についてのお問い合わせ先は、66・67ページをご覧ください。

者害障神精、帳手育療　�注
保健福祉手帳を保有の場
合は、本人運転の申請は
できません。
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自動車税（環境性能割・
種別割）の納付

検査登録申請、
自動車重量税納付

車庫証明申請

県税のあらまし


